
2019 年 9 月 11 日 

お客様各位 

 

   消費税率引き上げに伴うシステム対応についてのご案内 
 

 拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 このたび、消費税法改正により、10 月 1 日より消費税率が８％から１０％に引き上げ 

あげられることとなりました。 

消費税率引き上げに伴い、弊社各システム製品の新消費税率１０％のプログラム対応状況 

についてご案内を申し上げます。 

 ご使用中の製品により新税率対応プログラム設定方法が異なりますが、弊社全製品は、 

10 月 1 日改正日に新消費税率変更プログラムは対応済みでございます。 

 今後とも末永いご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 

 

敬具 

【EBE 製品別 新消費税率 10%対応について】 

① EBE 整備システム…10 月 1 日システム起動時に自動アップデートで対応致します。 

② EBE 車販システム……上記同様です。 

③ EBE 軽板金システム…上記同様です。 

④ EBE V 車検システム…整備システムにて設定すると自動的に新消費税率 10%に 

変更となります。 

⑤ RS システム………… 自動アップデートボタン起動で、新消費税率に変更致します。 

⑥ パーツシステム……  消費税率対応 PG をお客様の運用に沿った方法で、 

           設定方法を弊社担当よりご案内致します。 

⑦ FULLIT システム…  自動バージョンアップで新消費税率に変更致します。 

⑧ BP 経営マネジメント 新消費税率設定が必要です。弊社担当よりご案内致します。 

⑨ レンタカーシステム… 9 月 30 日 23：59 分出発分は８％消費税、10 月 1 日 00：00  

          出発分は 10%消費税に PG は自動対応致します。 

⑩ コグニセブン………  初期設定より新消費税率変更設定が必要となります。 

⑪ 記録簿ディレクター…消費税対象外製品です。 

 

以上、ご不明な点がございましたら、弊社お客様担当までお問合せ願います。 
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